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目標Ⅱ－３－(3)再就業への支援は、誰も選定していないが、今の選定理由であれば、この項目
も選定しても良いかもしれない。

目標Ⅱ－３－(3)再就業への支援の意味がどういった施策なのか確認し、須田委員や梶井会長が
選定した理由と合致すれば、この項目も該当するのではないか。

この項目を選定したが、大野委員と清水委員が重点として選定している目標Ⅰ－３－(1)性の尊
重についての認識の浸透の項目で、女性の暴力の根絶についての認識の浸透も含まれていることか
ら、目標Ⅰ－３－(2)を集約的にして表現してもよい。

(3) 目標Ⅰ－３－(2)「女性の暴力等の根絶についての認識の浸透」について
目標Ⅰ－３－(1)「性の尊重についての認識の浸透」にまとめる。

ここの項目に関し、教育は学校に特化しておき、社会における男女平等教育の推進ということで
あれば、就労の場における男女平等の確保や地域社会における男女平等の確保という目標２に重
なっているので、デートＤＶ、特に若年層に対する教育をはっきり見せようということであれば、
ここは学校における男女平等教育の推進だけを残し、他の部分を目標２にしてはどうか。

今、必要な重点課題を考えるとしたら、就労の問題である。特に、子育て中の母親が就労するの
はかなり大変であり、小さい子どもがいるだけで面接を受けれないとか、試用期間で働き始めた
が、子どもが何度か熱を出して帰っているうちに首を切られてしまったということが多数ある。

中小・零細企業に対して、啓発活動や行政からの指導ができれば、女性の就労率をもう少し上げ
ることができると思う。

現実に子育てや介護といった負担を家庭の中で強いられてしまっている女性が働けるようになる
ということが、今の不況の中では重点項目として良いと思う。

そこで、私は、目標Ⅱ－２－(2)仕事と生活の調和に関する意識啓発を選定したが、これは、一
般的に意識を高めるというよりは、むしろ中小企業等の人達に女性を雇っていただきたいと主張し
ていくことが大事であると思う。

今の時期を考えるなら、パートタイムの労働者と派遣労働者の待遇、特に母子家庭が大変貧困に
陥っている状況であるので、目標Ⅱ－３－(5)パートタイム労働者や派遣労働者等の雇用環境の整
備を選定した。須田委員の意見は、例えば、再就業への支援や職業能力開発の充実など、就労部分
について、選定したと思う。

就労支援、目標Ⅱ－２－(3)育児、介護の支援体制の充実も同じ理由で選定した。

(2) 目標Ⅱ－３－(3)「再就業への支援」について
「再就業への支援」を重点項目として新たに選定するか。

(1)目標Ⅰ－２－(3)「社会における男女平等教育の推進」について

「社会における男女平等教育の推進」を目標Ⅰ－２－(2)「学校における男女平等教育の推

進」にまとめるのか、それとも、それぞれ選定するか。

目標Ⅰ－基本方向２－施策の方向（２）に組入れても良い。

現在の女性は、まだ結婚・出産で辞めざるを得ない環境が社会にはある。社会の中において刷り
込まれた意識や慣習を改め、男女平等の意義を学ぶことが必要。家庭も含め、男女平等教育は学校
と社会の両輪で行うことが重要であるので、是非重点項目に入れるべき。

教育として掲げるのであれば、それは学校で良い。むしろ、社会における男女平等を推進させる
のであれば、広報・啓発活動で良いと思う。リーフレットの作成、様々な研修など継続した広報活
動が大事であり、特定の人に対する勉強会・講習会を開いたり、研修費の補助をするよりも、実効
性がある。教育の面は、学校に特化し、広報を充実させる方が、実態に合っている。

事前調査によりＨ２２年度は、１３項目の重点事項を選定した。
昨年度より２項目多く選定しているが、何件でなければならないということはない。
１３項目を選定するのも良いし、多少、整理をして、平成２２年度に関しては本審議会のスタンスを表

現するなど、様々な方法がある。 ＜梶井会長＞



【 目 標 】【 基 本 方 向 】 【 施 策 の 方 向 】 【 施 策 の 内 容 】

② パートタイム労働者、派遣労働者、家内労働者に関わるパートタイム労働法をはじめとする関係法
令の周知を図るとともに各種の情報提供、相談援助を行います。

（１）男女の均等な雇用機会と待
遇の確保

（２）職業能力開発の充実

（３）再就業への支援

（４）多様な働き方への支援

（５）パートタイム労働者や派遣
労働者等の労働条件等の整備

③ 求職活動開始前の段階から再就職の準備ができるように支援を行う「再チャレンジサポートプログ
ラム」など関係団体が行う取組の情報提供に努めます。

① 再就業を支援するため、関係機関と連携して、情報提供や関係する制度の周知徹底に努めるととも
に、再就職に向けた資格・免許の取得等の情報提供に努めます。

② 男女を問わず個々の職業能力を高めるため、企業等における計画的・継続的な企業内教育訓練や、
自己啓発機会の提供・援助等に対する支援を行います。

④ 男女の均等な雇用機会の確保を図るため、新職種開拓等に関する情報の提供などの支援を行いま
す。

③ 女性の積極的な活用と就業分野の拡大や事実上生じている男女労働者間の格差を解消するため、男
女雇用機会均等法に基づく女性の能力発揮のための取組（ポジティブ・アクション）が促進されるよ
う、関係機関と連携して、事業主に対し啓発を行います。

⑥ 道においては、庁内のセクシュアル・ハラスメント相談体制の整備や、研修の充実による職員の意
識啓発に努めるなど、セクシュアル・ハラスメント防止を推進します。

また、市町村への情報提供などにより、自主的な取組の促進を図ります。

① 企業等に対し、パートタイム労働者や派遣労働者等と通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保の
ため、これらの労働者の職務や能力などに応じた適正な労働条件の確保について、理解と協力を求めま
す。

① 「道立高等技術専門学院」などの公共職業能力開発施設においては、経済社会の変化や地域のニー
ズに対応した訓練内容の充実を図るとともに、職業能力開発に関する情報提供を行います。

第２次北海道男女平等参画基本計画体系図（目標Ⅱ－３ 就労等の場における男女平等の確保を抜粋）

１男女平等参画の啓発の推
進

３性の尊重など女性の人権
についての認識の浸透

Ⅰ
男女平等参画の実
現に向けた意識の
変革

２男女平等の視点に立った
教育の推進

① 就労の場における性別による固定的役割分担意識の解消に向け啓発を進めます。

② 職場における募集・採用、配置・昇進などについて男女平等をめざすために、男女雇用機会均等法
や、労働基準法に基づく働く女性の母性保護規定をはじめ関係する法や制度の周知徹底に努めます。

⑤ 男女雇用機会均等法の規定に基づき、セクシュアル・ハラスメントについての認識を高め、防止対
策等の周知徹底に努めます。

多様なライフスタ
イルを可能にする
環境 の整備

Ⅲ

１政策・方針決定過程への
女性の参画の拡大Ⅱ

家庭・職場・地域
社会における男女
平等参画の促進

２男女の職業生活と家庭生
活の両立の支援

３就労等の場におけ
る男女平等の確保

４農林水産業・自営業にお
ける男女平等参画の促進

② 再就業の促進を図るため、必要な情報提供や相談、職業能力開発の充実に努めます。

３高齢者等が安心して暮ら
せる環境の整備

４相談・支援機能の充実

５地域社会における男女平
等参画の促進

６男女平等参画を阻害する
あらゆる暴力の根絶（女性
へのあらゆる暴力の根絶）

１生涯学習の推進

２生涯にわたる健康づくり
の推進

③ パートタイム労働の求職者に対する能力開発の充実に努めます。

① 起業をめざす女性に対して、知識や手法に関する情報提供や相談、学習機会の提供等支援の充実を
図ります。

② 新たな就業形態であるテレワーク（在宅勤務等）など、情報通信機器の利活用による就業機会の拡
大に向け、幅広い情報提供等の取組を推進します。


